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(57)【要約】
【課題】観察モードの変更の前後における、観察画像の
明るさの不規則な変動が抑制され、観察者の不快感を軽
減させうる内視鏡システムを提供する。
【解決手段】撮像素子（２１）と、撮像信号から観察画
像を生成する画像処理部（６５）と、観察画像を表示さ
せる表示部（１５）と、光源装置の照明モードを変更す
る照明モード変更部（２０２）と、画像処置モードを変
更する画像処理モード変更部（１１２）と、光源装置を
制御する光源制御部（５５）と、を備えた内視鏡システ
ムにおいて、照明モードが変更されると、変更前の照明
モードにおける光量制御信号の値に照明モード間の光量
比率を乗算して、照明モード変更後の照明モードにおけ
る光量制御信号の値が設定される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被観察領域を撮像する撮像部と、
　前記撮像部により取得された撮像信号から前記被観察領域の観察画像を生成する画像処
理部と、
　前記生成された観察画像を表示させる表示部と、
　分光特性が互いに異なる複数種類の照明光を選択的に切り換えて前記被観察領域へ照射
させる光源部と、
　前記光源部から照射される照明光の種類を変更する照明モード変更部と、
　前記光源部から照明される照明光の光量を光量制御信号により制御する光源制御部と、
　を備え、
　前記光源制御部は、変更される前の照明モードにおける光量の最大値に対する比率を表
す前記光量制御信号の値に、異なる照明モード間で予め定められている光量比率を乗算し
て、変更された後の照明モードにおける照明光の前記光量制御信号の値を設定する内視鏡
システム。
【請求項２】
　少なくとも前記照明モードの変更部による照明モードの変更を含む観察モードの変更を
指示する観察モード変更部を備え、
　前記照明モード変更部は、前記観察モード変更部より観察モード変更指示がされると、
前記観察モード変更指示と同期して、又は前記観察モード変更指示の後に照明モードを変
更する請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記照明モード変更部は、前記観察モード変更部より観察モード変更指示がされると、
前記観察モード変更指示と同期して照明モードを変更する請求項２に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項４】
　前記観察モード変更部より観察モード変更指示がされると、前記観察モード変更指示と
同期して前記画像処理部における画像処理モードを変更する画像処理モード変更部を備え
た請求項２又は３に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記照明モード変更部は、前記観察モード変更部より観察モード変更指示がされると、
前記観察モード変更指示の後に照明モードを変更し、
　前記光源制御部は、前記観察モード変更部より観察モード変更指示がされてから一定期
間の観察モード変更後の照明モードにおける光量制御信号の値を予め決められた固定値と
し、観察モード変更指示がされてから前記一定期間の経過後に、前記固定値を観察モード
が変更された後の照明モードにおける光量制御信号の値へ変更する請求項２に記載の内視
鏡システム。
【請求項６】
　前記光源部の照明モードに対応して、前記画像処理部における画像処理モードを変更す
る画像処理モード変更部を備え、
　前記観察モード変更部は、前記画像処理モード変更部による画像処理モードの変更を含
む観察モードの変更を指示する請求項５に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記光源制御部は、前記固定値を各照明モードにおける光量制御信号の設定範囲の最小
値とする請求項５又は６に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記一定期間として、前記観察モード変更部より観察モード変更指示がされてからの遅
延時間が設定される遅延時間設定部を備えた請求項５から７のいずれか１項に記載の内視
鏡システム。
【請求項９】
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　異なる照明モード間の光量比率を記憶する光量比率記憶部を備える請求項１から８のい
ずれか１項に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記光量比率は、変更後の観察モードにおける照明光の光量の標準値を、変更前の観察
モードにおける照明光の光量の標準値で除算した値である請求項９に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項１１】
　前記光源部は、中心波長が４０５ナノメートルプラスマイナス１０ナノメートルの紫色
レーザ光を発光させる第１光源と、
　中心波長が４４５ナノメートルプラスマイナス１０ナノメートルの青色レーザ光を発光
させる第２光源と、
　前記青色レーザ光の照射により励起発光する蛍光体と、
　を備え、
　前記光源制御部は、通常観察モードでは、前記第２光源から発光を行って前記蛍光体か
ら放射された光を照明光とし、特殊光観察モードでは、前記第１光源から発光を行って前
記第１光源から出射させた光を照明光とする請求項２から１０のいずれか１項に記載の内
視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内視鏡システムに係り、特に白色光を用いた通常（白色光）観察、及び特殊光
を用いた特殊光観察を行うことができる内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、特定の狭い波長帯域光（特殊光）を生体の粘膜組織に照射し、生体組織の所望の
深さの組織情報を得る、いわゆる特殊光観察を行うことができる内視鏡システムが活用さ
れている。
【０００３】
　特殊光観察を用いると、例えば、粘膜層、粘膜下層に発生する新生血管の微細構造や、
病変部の強調など、通常観察では得ることが困難な生体情報を可視化することが可能とな
る。
【０００４】
　通常観察を行う通常観察モードから特殊光観察を行う特殊光観察モードへ観察モードが
変更されると、白色光から特殊光への照明光の変更がされ、撮像センサによって取得され
た撮像信号からモニタ装置に映し出される観察画像を生成する画像処理が、通常観察モー
ドに適した画像処理から特殊光観察モードに適した画像処理へ変更される。
【０００５】
　特殊光観察モードでは、特定の狭い波長領域に絞った狭帯域光が使用されるために、十
分な光量を得られないことがありうる。そうすると、照明光量の不足に起因する観察画像
の画質低下（通常観察モードにおける観察画像に対して、特殊光観察モードにおける観察
画像が暗くなること）が懸念される。
【０００６】
　特許文献１には、青色レーザ光源及び紫色レーザ光源を備えた内視鏡装置において、撮
像素子から得られた撮像信号から輝度情報を求め、画像信号が所望の輝度レベルになるよ
うに各光源の発光量を増減させる光源の制御が記載されている。
【０００７】
　特許文献２には、フィルタの切り換えによって照明光の波長帯域を変更する光源部を備
え、モニタに表示される画像の明るさを一定に保つ光量制御がされる内視鏡装置において
、観察モードの切換時（フィルタの切換時）に切換直前の値に発光光量を固定して、光量
制御を停止させることで、観察モード切換時におけるモニタ画像の大きな乱れを防止し、
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観察モード切り換えのレスポンスをよくする技術が記載されている。
【０００８】
　特許文献３には、通常観察モードから特殊光観察モードに切り換えられるときに、特殊
光観察用の光源の時間的応答特性に応じて、通常観察用の画像処理から特殊光観察用の画
像処理への切換タイミングが制御される内視鏡システムが記載されている。
【０００９】
　特許文献４には、狭帯域光と白色光とを、それぞれ独立して出射光量を連続的に制御可
能な構成とし、白色光と狭帯域光とを任意の出射光量比で共に照射させて撮像し、得られ
た観察画像における狭帯域光で観察したい対象（表層血管、腺管等）を最適な輝度レベル
としながら、観察画像全体にわたって輝度値が飽和しないように構成された内視鏡装置が
記載されている。
【００１０】
　特許文献５には、蛍光画像モードと通常画像モードとを備えた蛍光観察画像処理装置に
おいて、各モードに対応した信号処理を行う画像処理が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１１－１０９９８号公報
【特許文献２】特開２００９－１４８４８７号公報
【特許文献３】特開２０１２－５０６４１号公報
【特許文献４】特開２０１２－２９７０３号公報
【特許文献５】特開２００４－２４６１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、観察モードの変更の前後において、モニタ装置に映し出された観察画像
の明るさの変動（ちらつき）が生じると、観察者に不快感を与えてしまうことが懸念され
る。特に、観察モードの変更前に対して変更後の観察画像がより明るくなると、観察画像
の明るさの変動が強調されてしまう。
【００１３】
　特許文献１に記載された内視鏡装置は、観察モードごとに観察画像の画像信号の輝度レ
ベルが最適化されるものの、観察モードの切り換え時における観察画像の明るさの変動に
対する対策はなされていない。
【００１４】
　特許文献２に記載された内視鏡装置では、観察モードの切り換えの直前の光量値が固定
されるものの、光源の種類（照明モード）ごとに現実の照明光量が異なるので、観察モー
ドの切り換えの前後で観察画像の明るさが不連続に変化してしまい、観察画像にちらつき
が生じてしまう。さらに、切り換え後の光量制御のレスポンスはよいものの、光量制御の
収束が遅いといった課題が存在している。
【００１５】
　特許文献３に記載された内視鏡システムは、通常観察モードから特殊光観察モードへ切
り換えがされるときに、特殊光が安定した後に特殊光観察用の画像処理へ切り換えがされ
るので、画像処理が切り換えられた後は特殊光観察に適した観察画像が得られるものの、
観察モードの切り換えから特殊光が安定するまでの間は、観察画像の明るさの変動を回避
することが困難である。
【００１６】
　特許文献４に記載された内視鏡装置は、観察画像全体の輝度の最適化はされるものの、
観察モードの切換時における観察画像の明るさの変動には対応していない。
【００１７】
　特許文献５に記載された蛍光観察用画像処理装置もまた、観察モードの切換時における
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観察画像の明るさの変動を回避するための構成を具備するものではない。
【００１８】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、観察モードの変更の前後における、
観察画像の明るさの不規則な変動が抑制され、観察者の不快感を軽減させうる内視鏡シス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る内視鏡システムは、被観察領域を撮像する撮
像部と、撮像部により取得された撮像信号から被観察領域の観察画像を生成する画像処理
部と、生成された観察画像を表示させる表示部と、分光特性が互いに異なる複数種類の照
明光を選択的に切り換えて被観察領域へ照射させる光源部と、光源部から照射される照明
光の種類を変更する照明モード変更部と、光源部から照明される照明光の光量を光量制御
信号により制御する光源制御部と、を備え、光源制御部は、変更される前の照明モードに
おける光量の最大値に対する比率を表す光量制御信号の値に、異なる照明モード間で予め
定められている光量比率を乗算して、変更された後の照明モードにおける照明光の光量制
御信号の値を設定する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、照明モードの変更に起因する照明光の光量の変動が抑制されるので、
照明モードが変更される際に観察画像の明るさが不連続に変わることが防止される。また
、照明モードの変更後の照明光の光量制御の収束が早い。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る内視鏡システムの全体構成図
【図２】図１に示す内視鏡システムのブロック図
【図３】紫色レーザ光源からのレーザ光と、青色レーザ光源からのレーザ光及び青色レー
ザ光が蛍光体により波長変換された後の光の発光スペクトルを示すグラフ
【図４】図２に示す画像処理部の構成例を示すブロック図
【図５】生体組織の粘膜表層の血管を模式的に図示した説明図
【図６】内視鏡システムによる観察画像の概略的な表示例を示す説明図、（ａ）：白色光
観察画像、（ｂ）特殊光観察画像
【図７】第１実施形態に係る制御部及び光源制御部の構成例を示すブロック図
【図８】第１実施形態に係る観察モード切り換えの説明図
【図９】第２実施形態に係る観察モード切り換えの説明図
【図１０】第２実施形態に係る制御部及び光源制御部の構成例を示すブロック図
【図１１】第２実施形態に係る観察モード切り換えの効果の説明図
【図１２】光源装置の他の態様の説明図
【図１３】光源装置の他の態様の説明図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面に従って本発明を実施するための形態について詳説する。
【００２３】
　〔内視鏡システムの全体構成〕
　図１は、本発明の実施形態に係る内視鏡システムの全体構成図である。
【００２４】
　図１に示す内視鏡システム１０は、内視鏡本体部１１と、内視鏡本体部１１が接続され
る制御装置１３、表示部１５、及び入力部１７と、を備えて構成される。
【００２５】
　内視鏡本体部１１は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部１９の先端から照明光を出射
させる照明光学系と、被観察領域を撮像する撮像素子を含む撮像光学系と、を備える電子
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内視鏡である。
【００２６】
　内視鏡本体部１１は、内視鏡挿入部１９の先端の湾曲操作や内視鏡挿入部１９の先端か
らの吸引、送気・送水等の操作を行う操作部２３と、内視鏡本体部１１を制御装置１３に
着脱自在に接続するコネクタ部２５と、操作部２３とコネクタ部２５とを結ぶユニバーサ
ルコード部２７とを備える。
【００２７】
　なお、図示を省略するが、内視鏡本体部１１の内部には、組織採取用処置具等を挿入す
る鉗子チャンネルや、送気・送水用のチャンネル等、各種のチャンネルが設けられる。
【００２８】
　内視鏡挿入部１９は、可撓性を持つ軟性部３１と、湾曲操作によって湾曲させる湾曲部
３３と、内視鏡先端部３５から構成される。なお、以下の説明において、内視鏡先端部３
５を略して「先端部３５」と記載することがある。
【００２９】
　内視鏡先端部３５には、被観察領域へ光を照射する照射口３７Ａ，３７Ｂと、被観察領
域の画像情報を取得する撮像素子２１が配置される。
【００３０】
　撮像素子２１は、ＣＣＤ(charge coupled device）イメージセンサや、ＣＭＯＳ(Compl
ementary Metal-Oxide Semiconductor）イメージセンサが適用される。撮像素子２１には
、対物レンズなどの結像部材３９が取り付けられている。
【００３１】
　湾曲部３３は、軟性部３１と先端部３５との間に設けられ、操作部２３からのワイヤ操
作やアクチュエータの作動操作等により湾曲自在に構成されている。湾曲部３３は、内視
鏡本体部１１が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意の角度に湾曲でき
、内視鏡先端部３５の照射口３７Ａ，３７Ｂ及び撮像素子２１の観察方向を、所望の観察
部位に向けることができる。
【００３２】
　なお、図示は省略するが、内視鏡挿入部１９の照射口３７Ａ，３７Ｂには、カバーガラ
スやレンズが配置される。
【００３３】
　内視鏡本体部１１の内部には、光源装置４１から照明光を導入するための光ファイバ４
５Ａ，４５Ｂと、撮像素子２１とプロセッサ部４３を結ぶスコープケーブル４７が挿通さ
れている。
【００３４】
　また、図示を省略するが、操作部２３からの各種信号線及び送気、送水チャンネル等の
チューブ類もユニバーサルコード部２７を通じてコネクタ部２５を介し、制御装置１３等
に接続されている。
【００３５】
　図１に示すコネクタ部２５は、制御装置１３に着脱自在に接続される。光ファイバ４５
Ａ，４５Ｂは、コネクタ部２５を介して制御装置１３内の光源装置４１と接続され、スコ
ープケーブル４７は、コネクタ部２５を介して制御装置１３内のプロセッサ部４３と接続
される。
【００３６】
　光ファイバ４５Ａ，４５Ｂと光源装置４１とは、コネクタ部（図１中不図示、図２に符
号２６Ａを付して図示）によって接続される。また、スコープケーブル４７とプロセッサ
部４３との接続はコネクタ部（図１中不図示、図２に符号２６Ｂを付して図示）によって
接続される。
【００３７】
　図１に示す制御装置１３には、被検体の観察画像や、観察画像の付帯情報等が表示され
る表示部１５と、操作者によってされる入力操作を受け付ける入力部１７が接続されてい
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る。
【００３８】
　また、制御装置１３は、内視鏡先端部３５の照射口３７Ａ，３７Ｂに供給する照明光を
発生する光源装置４１と、撮像素子２１からの画像信号を画像処理するプロセッサ部４３
と、を備えている。
【００３９】
　プロセッサ部４３は、内視鏡本体部１１の操作部２３や入力部１７からの指示に基づい
て、内視鏡本体部１１から伝送される撮像信号に対して画像処理を施し、表示部１５によ
って表示される観察画像を生成する。
【００４０】
　入力部１７から送られる操作指令（操作指令信号）はプロセッサ部４３へ送られ、この
操作信号に対応する指令信号はプロセッサ部４３から装置各部へ送出される。入力部１７
の構成例として、キーボード、マウス、ジョイスティックなどが挙げられる。
【００４１】
　また、表示部１５をタッチパネル式のディスプレイ装置として、表示部１５に表示され
たボタン、スイッチなどを入力部１７としてもよい。
【００４２】
　図２は、図１に示す内視鏡システムのブロック図である。以下の説明において、先に説
明した部分と同一又は類似する部分には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００４３】
　図２に示すように、光源装置４１は、発光源として、中心波長４４５ナノメートルの青
色レーザ光源５１と、中心波長４０５ナノメートルの紫色レーザ光源５３と、を備えてい
る。青色レーザ光源５１及び紫色レーザ光源５３の半導体発光素子からの光量（光量）は
、光源制御部５５により個別に制御される。
【００４４】
　すなわち、制御部６７から送出される指令信号に基づいて、光源制御部５５によって青
色レーザ光源５１及び紫色レーザ光源５３の光量が個別に制御されることで、内視鏡本体
部１１の先端部３５から照射される照明光の光量が制御される（詳細後述）。
【００４５】
　青色レーザ光源５１及び紫色レーザ光源５３には、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系レ
ーザダイオードを適用することができる。また、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧ
ａＮＡｓ系レーザダイオードを適用することもできる。さらに、青色レーザ光源５１、紫
色レーザ光源５３として、発光ダイオード等の発光体を用いた構成としてもよい。
【００４６】
　青色レーザ光源５１、紫色レーザ光源５３から出射されるレーザ光は、図示しない集光
レンズにより光ファイバ（不図示）に入力され、コネクタ部２６Ａ及び内視鏡本体部１１
側のコネクタ部２５を介して、光ファイバ４５Ａ，４５Ｂによって、それぞれ内視鏡本体
部１１の内視鏡先端部３５（図１参照）まで伝搬される。
【００４７】
　そして、青色レーザ光源５１から出射されたレーザ光は、内視鏡先端部３５に配置され
た波長変換部材である蛍光体５７に照射され、紫色レーザ光源５３から出射されたレーザ
光は、光偏向・拡散部材５９に照射される。
【００４８】
　光源装置４１内の不図示の光ファイバ、及び内視鏡本体部１１内の光ファイバ４５Ａ，
４５Ｂは、マルチモードファイバであり、一例として、コア径１０５マイクロメートル、
クラッド径１２５マイクロメートル、外皮となる保護層を含めた径がφ０．３ミリメート
ルからφ０．５ミリメートルの細径なケーブルを使用できる。
【００４９】
　蛍光体５７は、青色レーザ光源５１からの青色レーザ光の一部を吸収して緑色～黄色に
励起発光する複数種の蛍光体（例えば、ＹＡＧ（Yttrium Aluminum Garnet）系蛍光体、
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あるいはＢＡＭ（BaMgAl10O17）等を含む蛍光体等）を含んで構成される。
【００５０】
　これにより、青色レーザ光源５１からの青色レーザ光を励起光とする緑色から黄色まで
の励起光と、蛍光体５７により吸収されず透過した青色レーザ光とが合わされて、白色の
照明光となる。
【００５１】
　本例に示す内視鏡システム１０のように、半導体発光素子を励起光源として用いれば、
高い発光効率で高強度の白色光が得られ、白色光の強度を容易に調整できる。しかも、白
色光の色温度、色度の変化は少なくなる。
【００５２】
　光偏向・拡散部材５９は、紫色レーザ光源５３からのレーザ光を透過させる材料によっ
て構成される。例えば、透光性を有する樹脂材料やガラス等が適用される。さらに、樹脂
材料やガラスの表面等に微小凹凸や屈折率の異なる粒子（フィラー等）を混在させた光拡
散層を設けた構成や、半透明体の材料を用いた構成を適用してもよい。
【００５３】
　光偏向・拡散部材５９から出射される透過光は、所定の照射領域内で光量が均一化され
た狭帯域波長の照明光（特殊光）となる。
【００５４】
　蛍光体５７及び光偏向・拡散部材５９を備えることによって、レーザ光の可干渉性によ
り生じるスペックルに起因して、撮像の障害となるノイズの重畳や、動画像表示を行う際
のちらつきの発生等の現象を防ぐことができる。
【００５５】
　蛍光体５７は、蛍光体を構成する蛍光物質と、充填剤となる固定・固化用樹脂との屈折
率差を考慮して、蛍光物質そのものと充填剤に対する粒径を、赤外域の光に対して吸収が
小さく、かつ散乱が大きい材料で構成することが好ましい。
【００５６】
　蛍光体５７を備える構成によって、赤色帯域や赤外帯域の光に対して光強度を落とすこ
となく散乱効果が高められ、凹レンズ等の光路を変更させる手段が不要となり、光学的損
失が小さくなる。
【００５７】
　図３は、紫色レーザ光源５３からのレーザ光と、青色レーザ光源５１からの青色レーザ
光、及び青色レーザ光が蛍光体５７により波長変換された後の光の発光スペクトルを示す
グラフである。
【００５８】
　紫色レーザ光源５３からの紫色レーザ光は、中心波長４０５ナノメートルの輝線（プロ
ファイルＡ）で表される。また、青色レーザ光源５１からの青色レーザ光は、中心波長４
４５ナノメートルの輝線で表され、青色レーザ光による蛍光体５７からの励起発光光は、
４５０ナノメートルから７００ナノメートルの波長帯域で光量が増大する分光強度分布と
なる（プロファイルＢ）。
【００５９】
　なお、紫色レーザ光の中心波長４０５ナノメートル、及び青色レーザ光の中心波長４４
５ナノメートルは代表例であり、これらに限定されるものではない。
【００６０】
　この励起発光光と青色レーザ光によるプロファイルＢによって、白色光が形成される。
本明細書でいう「白色光」とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限らず、例
えば、Ｒ，Ｇ，Ｂ等、特定の波長帯の光を含むものであればよく、緑色から赤色にかけて
の波長成分を含む光や、青色から緑色にかけての波長成分を含む光等も含まれる。
【００６１】
　つまり、この内視鏡システム１０では、プロファイルＡとプロファイルＢとの光量を相
対的に増減させて照明光が生成されるので、プロファイルＡ，Ｂの混合比率に応じて特性
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の異なる照明光を得ることができる。
【００６２】
　図２に戻り、青色レーザ光源５１と蛍光体５７、及び紫色レーザ光源５３により形成さ
れる照明光は、内視鏡本体部１１の先端部３５から被検体の被観察領域に向けて照射され
る。
【００６３】
　そして、撮像レンズ６１を介して、照明光が照射された被観察領域を撮像素子２１上に
結像させて、被観察領域（被検体）が撮像される。
【００６４】
　被観察領域を撮像して撮像素子２１から得られた撮像信号は、Ａ／Ｄ変換器６３によっ
てデジタル信号に変換され、プロセッサ部４３の画像処理部６５へ送られる。
【００６５】
　画像処理部６５では、入力されたデジタル形式の画像信号に画像処理が施され、表示部
１５に表示可能な観察画像が生成され、表示部１５に表示される。また、必要に応じて記
録装置（プリンター）６９によって印刷される。記録装置６９は、プロセッサ部４３に内
蔵されてもよく、ネットワークを介してプロセッサ部４３に接続されていてもよい。
【００６６】
　図２には図示を省略するが、ストレージ装置、半導体記憶媒体、磁気記憶媒体等の記憶
装置を備え、観察画像を画像データとして記憶してもよい。さらに、観察画像と関連付け
して、観察画像の画像データとともに当該観察画像の付帯情報を記憶してもよい。
【００６７】
　観察画像の付帯情報には、観察モード、照明モード（照明条件）等の観察条件や、撮像
素子２１を含む撮像部（図４に符号１１４を付して図示）の撮像条件、画像処理モード、
その他の付帯的条件が含まれる。
【００６８】
　〔画像処理部の詳細な説明〕
　次に、図２に図示した画像処理部６５について詳細に説明する。図４は、画像処理部６
５及び画像処理部６５の周辺の構成例を示すブロック図である。
【００６９】
　本例に示す画像処理部６５は、照明光として白色光を用いた白色光観察モード（通常観
察モード）に対応する白色光用画像処理（通常観察用画像処理）と、特殊光を用いた特殊
光観察モードに対応する特殊光用画像処理と、の変更が可能となっている。
【００７０】
　すなわち、観察者の操作によって観察モードが変更されると、制御部６７の画像処理モ
ード変更制御部１１０から、画像処理部６５の画像処理モード変更部１１２へ制御信号が
送出される。
【００７１】
　画像処理モード変更部１１２は、撮像部１１４によって得られた撮像信号を、白色光用
画像処理を行う白色光用画像処理部１１６へ送るか、特殊光用画像処理を行う特殊光用画
像処理部１１８へ送るかを切り換える。
【００７２】
　ここで、図４に図示した撮像部１１４とは、図２に図示した撮像レンズ６１（光学系）
、及び撮像素子２１、を含み、さらに、撮像信号に相関二重サンプリング（ＣＤＳ）を行
うＣＤＳ回路（不図示）や、自動利得制御（ＡＣＧ）を行うＡＣＧ回路（不図示）、サン
プリング、利得制御が行われたアナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器６３
（図２参照）が含まれる。
【００７３】
　図４に示す白色光用画像処理部１１６は、色変換部１２０と、色彩強調部１２２と、構
造強調部１２４をと、を備え、白色光観察モードにおいて取得され、デジタル形式に変換
された撮像信号に対して処理を行う。
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【００７４】
　色変換部１２０は、ＲＧＢの各デジタル撮像信号に階調変換処理、色変換処理を施して
、ＲＧＢ各色の画像データを生成する。例えば、ＲＧＢ各色の画像データにおいて、色変
換テーブルを参照して、ＲＧＢの色ごとに階調値が濃度値に変換される。
【００７５】
　色彩強調部１２２は、ＲＧＢ各色の画像データに対して、画像内の血管と粘膜との色味
の差を付けて、血管を強調して見易くする色彩強調処理を行う。色彩強調処理の例として
、画面（フレーム）全体の平均の色味を見て、画像全体の色味の平均よりも血管と粘膜と
の色味の差を付ける方向に色彩を強調する処理が挙げられる。
【００７６】
　構造強調部１２４は、色彩強調処理が施されたＲＧＢ各色の画像データに対して、シャ
ープネス、輪郭強調などの構造強調処理を行う。構造強調部１２４によって構造強調処理
が施されたＲＧＢ各色の画像データは、画像表示信号生成部１４０へ送られる。
【００７７】
　特殊光用画像処理部１１８は、特殊光色変換部１３０と、色彩強調部１３２と、構造強
調部１３４と、を備え、特殊光観察モードにおいて取得された撮像信号に対して処理を行
う。
【００７８】
　特殊光観察モードでは、生体組織の中層及び深層の観察に適した赤色（Ｒ）の狭帯域光
を使用せずに、表層組織の観察に適した青色（Ｂ）の狭帯域光、及び中層組織及び表層組
織の観察に適した緑色（Ｇ）の狭帯域項が使用される。
【００７９】
　すなわち、Ｇ画像信号（Ｇ狭帯域データ）は、所定の係数が乗じられてＲ画像データに
割り付けがされ、Ｂ画像信号（Ｂ狭帯域データ）は、所定の係数が乗じられてＧ画像デー
タに割り付けがされるとともに、所定の係数が乗じられてＢ画像データに割り付けがされ
、３チャンネルカラー画像データからなる擬似カラー画像が生成される。
【００８０】
　このようにして生成された擬似カラー画像は、主として表層組織の情報を含むＢ画像デ
ータが多く含まれているので、表層組織や微細血管や微細構造の状態がより詳細に表現さ
れたものとなり、表層組織の微細血管や微細構造が観察しやすくなる。
【００８１】
　特殊光色変換部１３０は、階調変換処理、色変換処理が施され、その後、Ｇ画像信号は
係数が乗じられてＲ画像データに割り付けがされ、Ｂ画像信号は係数が乗じられてＧ画像
データ及びＢ画像データに割り付けがされ、ＲＧＢ各色の画像データが生成される。
【００８２】
　色彩強調部１３２は、特殊光色変換部１３０によって生成されたＲＧＢ各色の画像デー
タに対して、画面（フレーム）内の血管と粘膜との色味の差を付けて、血管を見易くする
方向に強調する処理を行う。
【００８３】
　構造強調部１３４は、色彩強調処理後のＲＧＢ各色の画像データに対して、シャープネ
ス、輪郭強調などの構造強調処理を行う。
【００８４】
　構造強調部１３４において構造強調処理がされたＲＧＢ各色の画像データは、特殊光用
画像処理済みのＲＧＢ各色の画像データとして、画像表示信号生成部１４０へ送出される
。
【００８５】
　画像表示信号生成部１４０は、白色光用画像処理部１１６の各部の処理によって生成さ
れたＲＧＢ各色の画像データ、又は特殊光用画像処理部１１８の各部の処理によって生成
されたＲＧＢ各色の画像データを、表示部１５により表示可能な観察画像データに変換す
る。
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【００８６】
　画像表示信号生成部１４０によって変換された表示用の観察画像データは、表示制御部
１４２を介して表示部１５へ送出され、表示部１５に表示される。
【００８７】
　〔被検体観察の説明〕
　次に、上記の内視鏡システム１０を、生体組織表層の血管画像の観察に利用する例を説
明する。
【００８８】
　図５は、生体組織の粘膜表層の血管を模式的に表した説明図である。生体組織の粘膜表
層は、粘膜深層の血管ＢＬ１から樹脂状血管網等の毛細血管ＢＬ２が粘膜表層までの間に
形成され、生体組織の病変はその毛細血管ＢＬ２等の微細構造に現れることが報告されて
いる。
【００８９】
　そこで近年では、内視鏡システムを用いて、特定の狭帯域の波長光により粘膜表層の毛
細血管を画像強調して観察し、微小病変の早期発見や、病変範囲の診断が試みられている
。
【００９０】
　生体組織に照明光が入射されると、入射光は生体組織内を拡散的に伝播するが、生体組
織の吸収・散乱特性は波長依存性を有しており、短波長ほど散乱特性が強くなる傾向があ
る。
【００９１】
　つまり、照明光の波長によって光の深達度が変化する。一方、血管中を流れる血液は４
００ナノメートルから４２０ナノメートル付近の波長に吸収の極大を持ち、大きなコント
ラストが得られる。
【００９２】
　例えば、照明光が波長４００ナノメートル付近の波長域λａでは粘膜表層の毛細血管か
らの血管情報が得られ、波長５００ナノメートル付近の波長域λｂでは、さらに深層の血
管を含む血管情報が得られる。
【００９３】
　そのため、生体組織表層の血管観察には、中心波長が３６０ナノメートル以上８００ナ
ノメートル以下、好ましくは３６５ナノメートル以上５１５ナノメートル以下、さらに好
ましくは中心波長４００ナノメートル以上４７０ナノメートル以下の光源が用いられる。
【００９４】
　図６（ａ），（ｂ）は、内視鏡システムによる観察画像の概略的な表示例の説明図であ
り、図６（ａ）は白色光観察モードにおける観察画像であり、図６（ｂ）は特殊光観察モ
ードにおける観察画像である。
【００９５】
　図６（ａ）に示すように、照明光を白色光（擬似白色光）とした白色光観察モードの観
察画像では、比較的粘膜深層の血管像が得られる反面、粘膜表層の微細な毛細血管はぼや
けて見える。一方、図６（ｂ）に示す、照明光を短波長のみの狭帯域化した特殊光とした
特殊光観察モードの観察画像では、粘膜表層の微細な毛細血管が鮮明に見えるようになる
。
【００９６】
　本例に示す内視鏡システム１０では、光源制御部５５（図２参照）によって、中心波長
４４５ナノメートル付近（例えば、４４５ナノメートルプラスマイナス１０ナノメートル
）の青色レーザ光源５１による青色レーザ光と、中心波長４０５ナノメートル付近（例え
ば、４０５ナノメートルプラスマイナス１０ナノメートル）の紫色レーザ光源５３による
紫色レーザ光との混合比率を調整することができる。
【００９７】
　青色レーザ光と紫色レーザ光との混合比率の調整例として、図１に示す内視鏡本体部１
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１の操作部２３に設けたスイッチ８９を操作して、粘膜表層の毛細血管をより観察しやす
いように画像強調する態様が挙げられる。
【００９８】
　つまり、被観察体に照射される照明光において、青色レーザ光の混合比率を相対的に大
きくすると、粘膜表層の微細な毛細血管の鮮明性が落ちる一方、照明光量不足になりにく
い。例えば、図６（ａ）に図示した観察画像が得られる。
【００９９】
　一方、紫色レーザ光の混合比率を相対的に大きくすると、図６（ｂ）に図示した比較的
粘膜表層の微細な毛細血管が鮮明に観察される。一方、照明光量不足になりやすく、遠景
観察時に光量不足となり、観察画像が暗くなる。そして、青色レーザ光と紫色レーザ光と
の混合比率を調整して、粘膜表層の微細な毛細血管の鮮明性と、遠景観察時の観察画像の
明るさのバランスが調整される。
【０１００】
　本例に示す内視鏡システム１０では、青色レーザ光により得られる血管情報、及び紫色
レーザ光により得られるさらに表層の血管情報をともに抽出することができ、これらを表
示部１５（図１参照）に表示させることによって、観察者は双方を比較することができる
。
【０１０１】
　そうすると、青色レーザ光では観察できなかったより表層の血管を含む血管情報を、視
認性を高めて観察することができる。
【０１０２】
　〔観察モード変更の説明〕
　次に、本例に示す内視鏡システム１０の観察モード変更について詳細に説明する。
【０１０３】
　（第１実施形態）
　図７は、第１実施形態に係る観察モード変更の説明図である。また、図８は、本実施形
態における制御部６７及び光源制御部５５の構成例を示すブロック図である。
【０１０４】
　図７は、上から、観察モードの変更指令、照明モードの変更タイミング、画像処理モー
ドの変更タイミング、画像信号（観察画像の明るさの変動）、光量制御信号の関係が図示
されている。
【０１０５】
　図７に図示した光量制御信号は、照明光の光量の制御信号における値を表しており、光
量制御信号の大小関係は照明光の光量の大小関係を表している。なお、図７における横系
列は時間を表しており、同図中左から右へ向かって時間が経過している。
【０１０６】
　図７のタイミングｔ１において、観察モードが白色光観察モードから特殊光観察モード
へ変更されると、観察モードの変更指令のタイミングに同期して、照明モードが白色光モ
ードから特殊光モードへ変更され、画像処理モードが白色光用画像処理から特殊光用画像
処理へ変更される。
【０１０７】
　また、観察モードの変更タイミングｔ１の直前の、白色光観察モードで使用される照明
光の光量制御信号の値Ａ１が記憶され、記憶された変更前の照明光の光量制御信号の値Ａ

１に基づいて、観察モードの変更後の特殊光観察モードで使用される照明光の光量制御信
号の値Ｂ１が算出される。
【０１０８】
　白色光観察モードで使用される照明光の光量制御信号の値Ａ１と、特殊光観察モードで
使用される照明光の光量制御信号の値Ｂ１とは、Ｂ１＝Ａ１×ｋ１（ｋ１は１を超える定
数）とされる。
【０１０９】
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　上記の定数ｋ１は、ｋ１＝（特殊光観察モードにおける照明光の光量の標準値）／（通
常観察モードにおける照明光の光量の標準値）であり、予め求められ、内部に保持（記憶
）されている。
【０１１０】
　観察モードの変更タイミングｔ１において、白色光観察モードで使用される照明光の光
量制御信号の値Ａ１から、特殊光観察モードで使用される照明光の光量制御信号の値Ｂ１

（＞Ａ１）へ変更されるので、観察モードの変更タイミングｔ１において画像信号（観察
画像）が相対的に暗くなることが防止される。
【０１１１】
　同様に、タイミングｔ２において、観察モードが特殊光観察モードから白色光観察モー
ドへ変更されると、観察モードの変更に同期して、照明モードが特殊光モードから白色光
モードへ変更され、画像処理モードが特殊光用画像処理から白色光用画像処理へ変更され
る。
【０１１２】
　観察モードの変更タイミングｔ２前の特殊光観察モードで使用される照明光の光量制御
信号の値Ｂ２が記憶され、記憶された観察モードの変更前の照明光の光量制御信号の値Ｂ

２に基づいて、観察モードの変更タイミングｔ２の後の白色光観察モードで使用される照
明光の光量制御信号の値Ａ２（Ａ２＝Ｂ２×ｋ２（ｋ２は１未満の定数））が算出される
。
【０１１３】
　なお、定数ｋ１と定数ｋ２とを関連付けして、ｋ１＝１／ｋ２としてもよいし、定数ｋ

１と定数ｋ２とを独立した係数としてもよい。
【０１１４】
　観察モードの変更タイミングｔ２において、特殊光観察モードで使用される照明光の光
量制御信号の値Ｂ２から、白色光観察モードで使用される照明光の光量制御信号の値Ａ２

へ変更されるので、観察モードの変更タイミングｔ２において画像信号（観察画像）が相
対的に明るくなることが防止される。
【０１１５】
　なお、図７の画像信号において図示した破線は、観察モードの変更の前後で照明光の光
量制御信号の値を変更しない場合に、画像信号の明るさに変動が発生することを表してい
る。
【０１１６】
　図７に図示した観察モード変更における照明光の光量の調整は、図８に図示した構成に
よって実現される。図８には、図７に図示した観察モードの変更における照明光の光量の
調整を実現するための構成例を示す。
【０１１７】
　図８に示すように、制御部６７（図２参照）は、画像処理モード変更制御部１１０（図
２参照）を含み、さらに、観察モード変更制御部２００及び照明モード変更制御部２０２
が含まれる。
【０１１８】
　例えば、入力部１７において観察モードの変更操作がされると、観察モード変更制御部
２００へ観察モード変更指令信号が送られる。そうすると、この指令信号に基づいて、観
察モード変更制御部２００から画像処理モード変更制御部１１０へ画像処理モードの変更
指令信号が送出され、照明モード変更制御部２０２へ照明モードの変更指令信号が送出さ
れる。
【０１１９】
　照明モード変更指令信号に応じて、照明モード変更制御部２０２から光源制御部５５へ
照明モードの変更信号が送出される。また、画像処理モード変更指令信号に応じて、画像
処理モード変更制御部１１０から画像処理部６５へ画像処理モードの指令信号が送出され
る。
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【０１２０】
　光源制御部５５（図２参照）は、光量変換部２１０と、光量比率記憶部２１２と、光量
設定部２１４と、を含んで構成されている。
【０１２１】
　光量変換部２１０は、観察モードの変更直前の照明光の光量の設定値（例えば、図７の
Ａ１）から、観察モードの変更直後の照明光の光量の設定値（例えば、図７のＢ１）を算
出し、観察モード変更直後の照明光の光量の設定値を光量設定部２１４へ送出する。
【０１２２】
　光量比率記憶部２１２は、観察モード（照明モード）間の光量比率（例えば、先に説明
した定数ｋ１，ｋ２）が記憶されている。
【０１２３】
　光量変換部２１０は、光量比率記憶部２１２に記憶されている光量比率を参照して、観
察モードの変更後の照明モードで使用される照明光の光量制御信号の値を算出し、算出さ
れた光量制御信号の値は光量設定部２１４へ送出され、光量制御信号の値に基づいて、図
２に図示した青色レーザ光源５１及び紫色レーザ光源５３の光量が設定される。
【０１２４】
　本例に示す光源装置４１（図２参照）は、白色光モード及び特殊光モードのいずれの場
合にも、光量制御信号の値は最大値に対する比率（０パーセントから１００パーセント）
で設定される。
【０１２５】
　例えば、白色光観察モードで使用される照明光の光量制御信号の値が７０パーセントの
場合に、観察モードの変更後の特殊光観察モードで使用される照明光の光量制御信号の値
は、７０パーセントを超える値とされる。
【０１２６】
　一方、特殊光観察モードで使用される照明光の光量制御信号の値が７０パーセントの場
合に、観察モードの変更後の白色光観察モードで使用される照明光の光量制御信号の値は
、７０パーセントを未満値とされる。
【０１２７】
　なお、この光源装置４１の光量制御はあくまでも一例であり、光量制御信号の最大値に
対する比率によって設定される態様以外にも本発明を適用することが可能である。
【０１２８】
　上記の如く構成された内視鏡システムによれば、白色光観察モードから特殊光観察モー
ドへの変更がされると、観察モードが変更された後の照明モードにより使用される照明光
の光量の違いを考慮して、観察モードの変更後の照明モードで使用される照明光の光量制
御信号の値が決められるので、観察モードの変更の前後で観察画像（画面）の明るさが不
連続に変化しない。
【０１２９】
　また、観察モードの変更による観察画像の明るさの変動を考慮しない場合に比べて、観
察モード変更後の光量制御信号の収束が早くなる。
【０１３０】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態に係る観察モード変更について説明する。図９は、第２実施形態に
係る観察モード変更の説明図であり、図１０は、本実施形態における制御部６７及び光源
制御部５５の構成例を示すブロック図である。
【０１３１】
　第２実施形態に係る観察モード変更では、観察モードの変更と、照明モードの変更及び
画像処理モードの変更が非同期でされ、観察モードが白色光観察から特殊光観察へ変更さ
れるタイミングｔ１１からタイミングｔ１２までの期間内に、照明モードが白色光モード
から特殊光モードへ変更され、画像処理モードが白色光用画像処理から特殊光用画像処理
へ変更される。
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【０１３２】
　また、観察モードが白色光観察から特殊光観察へ変更されるタイミングｔ１１からタイ
ミングｔ１２までの期間は、特殊光モードで使用される照明光の光量制御信号の値が予め
決められた固定値（例えば、設定範囲の最小値）として設定される。
【０１３３】
　ここでいう「最小値」は、光量制御信号の値をゼロ（発光しない）としてもよいし、観
察条件から決められるゼロでない最小値としてもよい。
【０１３４】
　照明モード及び画像処理モードの変更が完了されるタイミングｔ１２になると、光量制
御信号の値が最小値からＢ１へ変更される。
【０１３５】
　観察モードの変更と照明モード及び画像処理モードの変更が同期していない場合でも、
観察モードの変更後に観察画像の明るさが明るい側へ不規則に変動することが抑制される
。
【０１３６】
　同様に、観察モードが特殊光観察から白色光観察へ変更されるタイミングｔ２１からｔ

２２までの期間内に、照明モードが特殊光モードから白色光モードへ変更され、画像処理
モードが特殊光用画像処理から白色光用画像処理へ変更される。
【０１３７】
　このタイミングｔ２１からタイミングｔ２２までの期間内は、照明光の光量が最小値に
設定され、タイミングｔ２２になると、白色光観察モードで使用される照明光の光量制御
信号の値が最小値からＡ２へ変更される。
【０１３８】
　特殊光観察モードから白色光観察モードへ変更された場合にも、観察モードの変更後に
観察画像の明るさが明るい側へ変動することが抑制される。
【０１３９】
　図１０に示すブロック図では、図８に図示した構成に対して観察モードの変更タイミン
グからの遅延時間を決めるタイマー（遅延時間設定部）２０３が追加されている。このタ
イマー２０３によって観察モードの変更タイミングから光源装置４１の光量が最小値に設
定される期間（ｔ１１からｔ１２の期間、ｔ２１からｔ２２の期間）が決められる。
【０１４０】
　タイマー２０３によって決められる遅延時間は、変更前の光量設定値に応じて調整して
もよいし、固定値としてもよい。この遅延時間は、観察画像の変更周期の１０周期以下（
観察画像のフレーム数の１０フレーム以下）とすることができる。
【０１４１】
　図１１（ａ），（ｂ）は、第２実施形態に係る観察モード変更の効果の説明図である。
図１１（ａ）は、第２実施形態に係る観察モード変更における画像信号（観察画像の明る
さ）が模式的に図示されている。
【０１４２】
　一方、図１１（ｂ）は、観察モードの変更時に照明光の光量の調整がされていない場合
における画像信号（観察画像の明るさ）が模式的に図示されている。同図に示すように、
観察モードの変更時に照明光の光量の調整がされていない場合には、観察モードの変更時
において、観察画像の明るさの変動が発生している。
【０１４３】
　これに対して、図１１（ａ）に示すように、観察モードの変更時に照明光の光量の調整
がされている場合には、照明光の光量が最小値に設定されるために、観察画像が暗くなる
ものの、観察画像が明るく変動するよりも観察者が視認しうる明るさの変動が抑制され、
かつ、観察モードの変更後における照明光の光量の収束が早くなる。
【０１４４】
　本例では、観察モードが変更されると、一定期間は照明光の光量が最小値とされる態様
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を例示したが、観察モードの変更タイミングにおける直前の観察画像を当該一定期間表示
させてもよい。
【０１４５】
　また、照明モード変更のタイミングと画像処理モード変更のタイミングは任意に決める
ことができ、照明モードが変更された後に画像処理モードが変更されてもよいし、画像処
理モードが変更された後に照明モードが変更されてもよく、照明モードの変更と画像処理
モードが同時に変更されてもよい。
【０１４６】
　〔光源装置の変形例〕
　次に、光源装置４１（図２参照）の構成が変更された内視鏡システムについて説明する
。
【０１４７】
　図１２は、光源装置３４１を備えた内視鏡システム３００概略構成を示すブロック図で
ある。なお、同図では、プロセッサ部４３（図２参照）等の一部の構成の図示が省略され
ている。
【０１４８】
　図１２に示す内視鏡システム３００の光源装置３４１は、白色光光源３５１としてハロ
ゲンランプ、キセノンランプ、あるいは白色発光ダイオード等のブロードな（広帯域に対
応する）波長帯の光を出射する光源が用いられる。
【０１４９】
　白色光光源３５１から出射された白色光は、光ファイバ束であるライトガイド３４５Ａ
を介して内視鏡３１１の先端部（図１に符号３５を付して図示）から被観察領域へ向けて
照射される。
【０１５０】
　また、図１２に示す特殊光光源３５３には、図１に図示した紫色レーザ光源５３が適用
され、特殊光光源３５３から出射された特殊光は、コネクタ部３２６を介して、光ファイ
バ３４５Ｂにより内視鏡３１１の先端部まで伝送される。
【０１５１】
　さらに、光ファイバ３４５Ｂの光出射端に配置された光偏向・拡散部材３５９を介して
狭帯域光として被観察領域に向けて照射される。なお、光偏向・拡散部材３５９は、内視
鏡本体部１１の先端部に配置される光照射窓で代用してもよい。
【０１５２】
　図１２に図示した内視鏡システム３００によれば、広帯域に対応するブロードな分光特
性を有する演色性の高い白色光を簡単な構成で導入でき、しかも、内視鏡先端部の発熱が
抑制される。
【０１５３】
　また、白色光と特殊光（狭帯域光）とを完全に分離させて照射することができ、蛍光体
（図２に符号５７を付して図示）を介さずに狭帯域光を被観察領域に出射させるので、蛍
光体からの不要な発光をなくすことができ、光量制御を容易に行うことが可能となる。
【０１５４】
　図１３は、図１２の特殊光光源３５３の構成が変更された態様における、内視鏡システ
ム４００のブロック図である。なお、同図において、図１２と同一又は類似する部分には
同一の符号を付し、その説明は省略する。また、図１３において、白色光の光学系は省略
されている。
【０１５５】
　同図に示す内視鏡システム４００は、特殊光を出射する特殊光光源が省略され、白色光
光源３５１と、光学フィルタ４０２（４０２Ａ，４０２Ｂ，４０２Ｃ）とを用いて狭帯域
光（特殊光）が生成される。
【０１５６】
　白色光光源３５１から照射され、光学フィルタ４０２を透過した光は、集光部材４０４
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を介してライトガイド４５４の光入射端へ導入され、ライトガイド４５４によって内視鏡
４１１の先端部へ導かれる。
【０１５７】
　光学フィルタ４０２Ａ，４０２Ｂ，４０２Ｃのそれぞれは、入射された白色光から所定
の狭帯域波長成分のみ透過させる狭帯域透過フィルタであり、それぞれが異なる帯域に対
応している。
【０１５８】
　光学フィルタ４０２Ａ，４０２Ｂ，４０２Ｃは、回転フィルタ板４０５の一部に形成さ
れており、モータ等を含む駆動機構４０６によって回転フィルタ板４０５を回転駆動させ
て、光学フィルタ４０２Ａ，４０２Ｂ，４０２Ｃのいずれかを選択的に変更することがで
きる。
【０１５９】
　つまり、２種類以上の光学フィルタ４０２Ａ，４０２Ｂ，４０２Ｃを選択的に切り換え
て白色光の光路の途中に配置することで、複数種類の異なる狭帯域に対応した特殊光を出
射させることができる。
【０１６０】
　図１３に示す内視鏡システム４００によれば、白色光源から任意の波長帯域に対応した
特殊光（狭帯域光）を簡単に生成することができる。
【０１６１】
　また、図１３に示す光学フィルタ４０２Ａ，４０２Ｂ，４０２ＣをＲ、Ｇ、Ｂに対応す
るフィルタとする態様、さらに、特殊光に対応するフィルタを備える態様を適用すること
が可能である。
【０１６２】
　このように、本例に示す内視鏡システムは、Ｒ、Ｇ、Ｂがフレームごとに順次切り換わ
る光源装置や、通常光と特殊光がフレームごとに順次切り換わる光源装置を用いた面順次
撮像方式を適用することができる。
【０１６３】
　面順次撮像方式において、フレームごとに照明光の種類（照明モード）が切り換えられ
ると、図７及び図９に図示した観察モードの変更指令に代わり、自動的に照明光の切り換
えがされる。
【０１６４】
　また、画像処理モードは、照明光の切り換えに同期して切り換えられてもよいし、照明
光の切り換えタイミングから予め決められた遅延時間内に切り換えがされればよい。
【０１６５】
　以上、本発明の実施形態に係る内視鏡システムについて説明したが、本発明は、上記し
た実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、構成要件の変更、追
加、削除等が可能である。
【０１６６】
　〔本明細書が開示する発明〕
　上記に詳述した発明の実施形態についての記載から把握されるとおり、本明細書は少な
くとも以下に示す態様を含む多様な技術思想の開示を含んでいる。
【０１６７】
　（第１態様）：被観察領域を撮像する撮像部と、撮像部により取得された撮像信号から
被観察領域の観察画像を生成する画像処理部と、生成された観察画像を表示させる表示部
と、分光特性が互いに異なる複数種類の照明光を選択的に切り換えて被観察領域へ照射さ
せる光源部と、光源部から照射される照明光の種類を変更する照明モード変更部と、光源
部から照明される照明光の光量を光量制御信号により制御する光源制御部と、を備え、光
源制御部は、変更される前の照明モードにおける光量の最大値に対する比率を表す光量制
御信号の値に、異なる照明モード間で予め定められている光量比率を乗算して、変更され
た後の照明モードにおける照明光の光量制御信号の値を設定する内視鏡システム。



(18) JP 2014-23626 A 2014.2.6

10

20

30

40

50

【０１６８】
　かかる態様によれば、照明モードの変更に起因する照明光の光量の変動が抑制されるの
で、照明モードが変更される際に観察画像の明るさが不連続に変わることが防止される。
また、照明モードの変更後の照明光の光量制御の収束が早い。
【０１６９】
　（第２態様）：第１態様に記載の内視鏡システムにおいて、少なくとも照明モードの変
更部による照明モードの変更を含む観察モードの変更を指示する観察モード変更部を備え
、照明モード変更部は、観察モード変更部より観察モード変更指示がされると、観察モー
ド変更指示と同期して、又は観察モード変更指示の後に照明モードを変更する内視鏡シス
テム。
【０１７０】
　かかる態様によれば、観察モードが変更される際に、観察モードの変更による照明モー
ドの変更に起因する照明光の光量の変動が抑制されるので、観察モードが変更される際に
観察画像の明るさが不連続に変わることが防止される。また、観察モードの変更後の照明
光の光量制御の収束が早い。
【０１７１】
　（第３態様）：第２態様に記載の内視鏡システムにおいて、照明モード変更部は、観察
モード変更部より観察モード変更指示がされると、観察モード変更指示と同期して照明モ
ードを変更する内視鏡システム。
【０１７２】
　かかる態様によれば、観察モードの変更指示に同期して照明モードが変更されるので、
観察モード変更の前後において、観察画像の明るさが不安定になることが抑制される。
【０１７３】
　（第４態様）：第２態様又は第３態様に記載の内視鏡システムにおいて、観察モード変
更部より観察モード変更指示がされると、観察モード変更指示と同期して画像処理部にお
ける画像処理モードを変更する画像処理モード変更部を備えた内視鏡システム。
【０１７４】
　かかる態様によれば、観察モードが変更された後の照明モードに対応した観察画像を得
ることができる。
【０１７５】
　（第５態様）：第２態様に記載の内視鏡システムにおいて、照明モード変更部は、観察
モード変更部より観察モード変更指示がされると、観察モード変更指示の後に照明モード
を変更し、光源制御部は、観察モード変更部より観察モード変更指示がされてから一定期
間の観察モード変更後の照明モードにおける光量制御信号の値を予め決められた固定値と
し、観察モード変更指示がされてから一定期間の経過後に、固定値を観察モードが変更さ
れた後の照明モードにおける光量制御信号の値へ変更する内視鏡システム。
【０１７６】
　かかる態様によれば、観察モードの変更と非同期に照明モードが変更される態様におい
て、観察モードの変更指示から予め決められた期間は、照明光の光量が固定値とされるの
で、観察モードの変更に起因する観察画像における明るさの不連続な変動が抑制される。
【０１７７】
　（第６態様）：第５態様に記載の内視鏡システムにおいて、光源部の照明モードに対応
して、画像処理部における画像処理モードを変更する画像処理モード変更部を備え、観察
モード変更部は、画像処理モード変更部による画像処理モードの変更を含む観察モードの
変更を指示する内視鏡システム。
【０１７８】
　かかる態様によれば、観察モードが変更された後の照明モードに対応した観察画像を得
ることができる。
【０１７９】
　（第７態様）：第５態様又は第６態様に記載の内視鏡システムにおいて、光源制御部は
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。
【０１８０】
　かかる態様によれば、観察モードの変更と非同期に照明モードが変更される場合でも、
観察画像の明るさが明るい方へ変動することがなく、観察者へ過大なストレスを与えるこ
とがない。
【０１８１】
　（第８態様）：第５態様から第７態様のいずれかに記載の内視鏡システムにおいて、一
定期間として、観察モード変更部より観察モード変更指示がされてからの遅延時間が設定
される遅延時間設定部を備えた内視鏡システム。
【０１８２】
　かかる態様によれば、観察モードの変更と照明モードの変更が非同期の場合に、観察モ
ードの変更から設定された遅延時間内に照明モードを変更することで、観察画像の明るさ
の不規則な変動が抑制される。
【０１８３】
　（第９態様）：第１態様から第８態様のいずれかに記載の内視鏡システムにおいて、異
なる照明モード間の光量比率を記憶する光量比率記憶部を備える内視鏡システム。
【０１８４】
　かかる態様によれば、照明モードの変更後の照明光の光量を容易に算出しうる。
【０１８５】
　（第１０態様）：第９態様に記載の内視鏡システムにおいて、光量比率は、変更後の観
察モードにおける照明光の光量の標準値を、変更前の観察モードにおける照明光の光量の
標準値で除算した値である内視鏡システム。
【０１８６】
　かかる態様において、観察モードごとに光量比率を求めて、記憶しておく態様が好まし
い。
【０１８７】
　（第１１態様）：第２態様から第１０態様のいずれかに記載の内視鏡システムにおいて
、光源部は、中心波長が４０５ナノメートルプラスマイナス１０ナノメートルの紫色レー
ザ光を発光させる第１光源と、中心波長が４４５ナノメートルプラスマイナス１０ナノメ
ートルの青色レーザ光を発光させる第２光源と、青色レーザ光の照射により励起発光する
蛍光体と、を備え、光源制御部は、通常観察モードでは、第２光源から発光を行って蛍光
体から放射された光を照明光とし、特殊光観察モードでは、第１光源から発光を行って第
１光源から出射させた光を照明光とする内視鏡システム。
【０１８８】
　かかる態様によれば、広帯域の波長領域の照明光と狭帯域の波長領域の照明光とを切り
換え可能に構成することで、それぞれの照明光に対応した観察画像を得ることができる。
【符号の説明】
【０１８９】
　１０…内視鏡システム、１１…内視鏡本体部、１３…制御装置、１５…表示部、２１…
撮像素子、４１…光源装置、４３…プロセッサ部、５１…青色レーザ光源、５３…紫色レ
ーザ光源、５５…光源制御部、６７…制御部、１１０…画像処理モード変更制御部、１１
２…画像処理モード変更部、１１６…白色光用画像処理部、１１８…特殊光用画像処理部
、２００…観察モード変更制御部、２０２…照明モード変更制御部、２０３…タイマー、
２１０…光量変換部、２１２…光量比率記憶部、２１４…光量設定部
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摘要(译)

本发明提供一种内窥镜系统，其中可以抑制观察模式改变之前和之后的
观察图像的亮度的不规则波动，并且可以减轻观察者的不适。 成像装置
（21），用于根据成像信号产生观察图像的图像处理单元（65），用于
显示观察图像的显示单元（15），以及用于改变光源装置的照明模式的
照明模式改变在包括单元（202）的内窥镜系统，用于改变图像处理模式
的图像处理模式改变单元（112）和用于控制光源装置的光源控制单元
（55）中，改变照明模式将改变之前的照明模式中的光量控制信号值乘
以照明模式之间的光量比，以在照明模式改变之后设置照明模式中的光
量控制信号的值。 [选择图]图8
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